
特定手続等に係る鍵及び電子証明証の更新手続について

平成14･01･31貿局第1号
輸出注意事項１４第８号
輸入注意事項１４第５号
平成１４年２月１５日
貿 易 経 済 協 力 局

特定手続等に係る申請者の届出について（平成１２年３月２３日付け平成12･03･15貿局

第2号、輸出注意事項１２第１２号、輸入注意事項１２第７号）４．(3)に規定する鍵及び

電子証明証の更新手続等について、下記のとおり定め、平成１４年２月１５日から実施す

る。

記

１．用語の定義

この通達において 「鍵」及び「電子証明証」とは特定手続等に係る申請者の届出に、

ついて（以下「申請者届出通達」という ）４．(1)②に規定する「入出力装置から入力。

された情報を暗号化するための鍵」及び「電子証明証」をいい 「被委任者」とは申請、

者届出通達３．(1)に規定する「法人の場合であって、当該法人の代表権を有する者か

ら特定手続等を行うことを委任された当該法人の代表権を有しない従業者」をいう。

２．更新の申請等

(1) 更新の申請

申請者届出通達４．(1)②の規定により鍵及び電子証明証の交付を受けた者であっ

て当該鍵及び電子証明証の更新を求める者は、様式１及び様式２に掲げる鍵及び電子

証明証更新申請書に必要事項を記入し(4)に掲げる返信用封筒等を添付して、経済産

業大臣に申請するものとする。ただし、法人の場合にあっては、当該法人の代表権を

有する者が申請を行うものとする。

(2) 申請を行う期間

更新の申請を行う期間は鍵及び電子証明証の有効期間の満了する日の３月前から有

効期間の満了する日までとする。

なお、鍵及び電子証明証の更新を求めない者にあっては申請者届出通達５．の規定

に従い接続方式の変更又は申請者の廃止の届出を速やかに提出しなければならない。

(3) 申請の方法

(1) の申請は、４．の受付窓口への郵送によるものとする。

(4) 申請書とともに提出するもの

①返信用封筒（簡易書留により郵送するために必要な額に相当する切手を貼付した日

本工業規格角形２号の封筒若しくは日本工業規格Ａ列４番の書面を折ることなく入

れることのできる封筒に、申請者の宛先を記入したものに限る ） １枚。

②フレキシブルディスクカートリッジ 日本工業規格 90mmフレキシブルディスクカー（ 「

トリッジのトラックフォーマット－15916磁束反転／rad （ＪＩＳ Ｘ６２２５）」

に適合するものに限る ［いわゆる３.５インチ１.４４ＭＢのフレキシブルディス。

ク ） １枚］



(5) 更新申請書の記載要領

鍵及び電子証明証更新申請書の記載要領については、別紙によるものとする。

３．鍵及び電子証明証の通知等

(1) 鍵及び電子証明証の交付

経済産業大臣は、２．(1)の申請を受理したときは当該申請に係る鍵及び電子証明

証に換えて新たな鍵及び電子証明証を交付するものとする。ただし、経済産業大臣が

現に交付し、又は交付しようとする鍵及び電子証明証について、その安全性の観点か

ら使用が適当と認められない場合にあっては使用を停止し又は交付を行わないものと

する。

(2) ＰＩＮ番号の通知

経済産業大臣は、(1)の鍵及び電子証明証の交付に併せてＰＩＮ番号を通知するも

のとする。

(3) 交付及び通知の方法

(1)及び(2)に規定する交付及び通知は、郵送により行うものとする。

なお、更新により交付される鍵及び電子証明証を受理した者は現に使用している鍵

及び電子証明証の使用を速やかに停止しなければならない。

(4) 鍵及び電子証明証の有効期間

(1)の規定により交付された鍵及び電子証明証の有効期間は交付の際、経済産業大

臣が通知する有効期間の満了の日までとし、その更新の手続は本通達の規定によるも

のとする。

４．受付窓口

申請者届出書の受付窓口は次のとおりとする。

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課システム管理係

〒１００－８９０１

東京都千代田区霞が関１丁目３番１号

附則

この通達の実施の際現に、交付された鍵及び電子証明証であって当該鍵及び電子証明証

の有効期間の満了日までの期間が施行の日を起点日として３月に満たないものの更新の手

続は、２．(2)の規定にかかわらず有効期間が満了する日の２月後までの間は更新の手続

を受け付けるものとする。



様式１

鍵及び電子証明証更新申請書

経済産業大臣殿

年 月 日

（ 、特定手続等に係る鍵及び電子証明証の更新手続について 平成１４年２月１５日付け

平成14･01･31貿局第1号、輸出注意事項１４第８号、輸入注意事項１４第５号）２．の

規定に基づき鍵及び電子証明証の更新を申請します。

申請者

記名押印

又は署名

住 所

記

フ リ ガ ナ

名称（会社名）

フ リ ガ ナ

氏 名

申 請 者 コ ー ド

電子証明証ＩＤ

有効期間満了日 年 月 日

備 考

注 (1)用紙の大きさは日本工業規格Ａ列４番とします。

(2)２以上の更新を同時に申請する場合は別紙様式２を添付してください。



様式２

フ リ ガ ナ

氏 名

申 請 者 コ ー ド

電子証明証ＩＤ

有効期間満了日 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名

申 請 者 コ ー ド

電子証明証ＩＤ

有効期間満了日 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名

申 請 者 コ ー ド

電子証明証ＩＤ

有効期間満了日 年 月 日

注 (1)用紙の大きさは日本工業規格Ａ列４番とします。

(2)２以上の更新を同時に申請する場合は別紙様式１とともに使用すること。



別紙

鍵及び電子証明証更新申請書の記載要領

１ 「申請者記名押印又は署名」及び「申請者住所」の欄．

記名押印又は署名の当事者は 個人の場合は本人 法人の場合は代表権を有する者 以、 、 （

下「代表権者」という ）に限ることとし、住所は、個人の場合は当該本人の居住地、。

法人の場合は当該法人の本社の所在地を記載すること。

２ 「名称（会社名 」の欄． ）

個人の場合は、記載しないこと。

３ 「氏名」の欄．

(1) 個人の場合は当該個人の氏名を、法人の場合は代表権者又は被委任者の氏名を記載

すること。

(2) 法人の場合であって、複数の更新申請を行おうとするときは、申請書の１枚目に代

表権者又は被委任者のうち１人の氏名を、様式２に残りの代表権者又は被委任者の氏

名を記載すること。

４ 「申請者コード」の欄．

個人の場合は当該本人に、法人の場合は代表権者又は被委任者に、輸出貿易管理規則

（昭和２４年通商産業省令第６４号）第１条の３、輸入貿易管理規則（昭和２４年通商

産業省令第７７号）第２条の３又は貿易関係貿易外取引等に関する省令（平成１０年通

商産業省令第８号）第１条の３第２項の規定により通知された申請者コードを記載する

こと。

５ 「電子証明証ＩＤ」の欄．

経済産業大臣が鍵及び電子証明証を交付した際に通知した電子証明証ＩＤを記載する

こと。

６ 「有効期間満了日」の欄．

経済産業大臣が鍵及び電子証明証を交付した際に通知した有効期間満了日を西暦で記

載すること。

７ 「備考」の欄．

鍵及び電子証明証更新申請書を作成した担当者の氏名及び連絡先を記載すること。



［記載例］ 【代表権者及び被委任者の申請の場合】

様式１

鍵及び電子証明証更新申請書

経済産業大臣殿

平成○○年○○月○○日

（ 、特定手続等に係る鍵及び電子証明証の更新手続について 平成１４年２月１５日付け

平成14･01･31貿局第1号、輸出注意事項１４第８号、輸入注意事項１４第５号）２．の

規定に基づき鍵及び電子証明証の更新を申請します。

代表取申請者 ○○○株式会社
締役社記名押印 代表取締役社長
長之印又は署名 経済 省太郎

〒100-89○○
住 所 東京都○○区○○町１丁目○○

記

フ リ ガ ナ ○○○○○カブシキカイシャ

名称（会社名） ○○○株式会社

フ リ ガ ナ ケイザイ ショウタロウ

氏 名 経 済 省 太 郎

申 請 者 コ ー ド １ ２ ３ ４ ５ ０ ０ ０

電子証明証ＩＤ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ８ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

有効期間満了日 ２００２ 年 ３月 １０日

備 考 担当者：□□ □ 連絡先電話番号：0000-000-0000

注 (1)用紙の大きさは日本工業規格Ａ列４番とします。

(2)２以上の更新申請を同時に申請する場合は別紙様式２を添付してください。



様式２

フ リ ガ ナ ボウエキ ケイジロウ

氏 名 貿 易 経 二 郎

申 請 者 コ ー ド １ ２ ３ ４ ５ ０ ０ １

電子証明証ＩＤ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ８ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

有効期間満了日 ２００２ 年 ３月 １０日

フ リ ガ ナ

氏 名

申 請 者 コ ー ド

電子証明証ＩＤ

有効期間満了日 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名

申 請 者 コ ー ド

電子証明証ＩＤ

有効期間満了日 年 月 日

注 (1)用紙の大きさは日本工業規格Ａ列４番とします。

(2)２以上の更新を同時に申請する場合は様式１とともに使用すること。


